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Ⅰ 県立広島大学の教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 教育に関する取組 

 

１－１ 教育内容の質的向上・質的転換 

  

（１） 教育課程（プログラム）の見直し 

① 学部・学科等の再編 

■ 学部・学科等再編後の新設課程において、「課題探究型地域創生人材」の育成に向

けた教育プログラムの運営を円滑に実施するとともに、「課題探究型地域創生人材ル

ーブリック」、「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」、「学生による授業評価

アンケート」等の集計結果に基づき、教学ＩＲシステムも活用して検証し、必要に応

じて全学共通教育プログラムの改善に取り組む。 

■ 各学部において、「地域課題解決研究」について、専門分野の知識・スキルを活用

した研究テーマの拡充を継続して推進する。                （１） 

 

② 人材育成目標及び学位授与方針等の見直し 

■ 入学者選抜状況、国家試験合格率を含む学修成果、求人・就職状況、実習施設での

学生に対する評価、卒業生に対する評価などに基づいて、各学部等の人材育成目標と

の整合性を検証する。（各学部・学科・コース、大学教育実践センター） 
■ 全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻において、学部長・学科長・コース長や

研究科長・専攻長が中心となって、人材育成目標及び卒業認定・学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学

者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）について、卒業（修了）時の学生の満

足度等に留意し、妥当性と整合性を継続的に検証する。また、総合学術研究科及び各

専攻においては、カリキュラム体系の明示を行う。              （２） 
   

  ③ 教育プログラムの改善と構造の明示 

■ 大学教育実践センターと各学部・学科・コースが連携し、学生に対する履修指導に

履修系統図（カリキュラムマップ）または履修モデルを引き続き活用する。また、令

和４年度に作成した詳細版カリキュラムマップを、学生に対する体系的な履修指導に

役立てるとともに、カリキュラムの点検や改善のために活用する。 
■ 大学教育実践センター及び各学部において、教育プログラムの変更に伴うカリキュ

ラムマップの見直しを行うとともに、点検・改善を実施する。 
■ 全学で履修可能な副専攻プログラム「地域課題解決リーダー養成プログラム」の履

修状況を点検し、履修者を増やすよう促す。また、全学で履修可能な副専攻プログラ

ムの拡充を図る。                            （３） 
 

（２）組織的な教育の実施と学修時間の実質的な増加・確保 

④ 教育内容・方法の改善に資する取組の推進 

■ 大学教育実践センターにおいて、県立広島大学アクティブ・ラーナー育成研修体系

に基づき、教職員向けの基本研修（基本的教育技法、授業改善、シラバスの改善、Ｉ

ＣＴを用いた授業実践等）を実施し、授業の質向上に努める。 
■ 学修者中心の教育への転換を促進するため、授業公開・授業参観（ピアレビュー）

を全学的に実施し、関係教員等の間で相互のフィードバックを行い、授業改善に努め

る。 
■ 各学部において、アクティブ・ラーニングの推進や授業評価アンケートの組織的な

活用を継続する。                             (４） 
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〔数値目標：アクティブ・ラーナーとしての資質が伸長したと実感できる学生の割合

 … ９０％〕 

〔数値目標：「主体性・協働性」の養成に係る「アクティブ・ラーナー自己評価ルー

ブリック」における本学が予め設定するレベルに到達する学生の割合 … ７５％〕 

 

⑤ 学修成果の把握と検証 

■ 全学生に対し、卒業時における到達目標を明確に示した上で、「アクティブ・ラー

ナー自己評価ルーブリック」、「課題探究型地域創生人材ルーブリック」及びリテラシ

ー・コンピテンシーを測定する外部評価テストを継続実施する。また、測定結果によ

って学修成果を把握するとともに、結果を学生にフィードバックすることで動機付け

を行い、更なる成長を促す。 
■ 地域文化コース（地域創生学部地域創生学科）において、学生の履修状況に関する

情報をチューター等が共有し、教育の組織的改善につなげる。学修成果の検証に係る

取組の一環として、学生に対して、一部科目では受検を必須とするなどして、「英語」

「中国語」「韓国・朝鮮語」の各種検定受検を勧め、課題の把握と改善に引き続き取

り組む。また、３・４年次配当の「地域課題解決研究Ⅰ・Ⅱ」の活動内容について、

授業評価などの結果をもとに成果を検証する。 
■ 健康科学コース（同上）において、卒業時の学生を対象に実施している教育プログ

ラム（カリキュラム）に関するアンケート調査等を継続することで、学修成果の検証

につなげる。また、栄養教諭養成プログラムの充実に向けて、学内関係部局及び客員

教授と連携した上で、効果的な教育を行う。 
■ 地域産業コース（同上）において、「学外挑戦・交流型専門演習推進事業」を通じ

て、学生の専門性を育成する学外での取組を推進するとともに、参加者アンケートを

実施し、学修成果の把握や向上に努める。 
■ 生物資源科学部において、学生アンケートの結果、ＧＰＡ値の推移、専門分野に係

る資格試験の受検状況や合格率の把握を組織的に行う体制を運用し、学生の学修成果

の把握や検証に引き続き取り組む。 
■ 保健福祉学部において、引き続き全学生に対してチューター等による面談を行い、

卒業後のキャリアを見据えた個別支援を通して、学修成果の把握や向上に努める。ま

た、チューターではない授業担当教員による学修相談を実施し、それをチューター及

びコースへフィードバックを行う。                    （５） 
 

〔数値目標：課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を 100 とした

場合の学生の平均数値 … ７５点〕 

 〔数値目標：外部評価テストにおける本学が予め設定するレベルに到達する学生の割

合 … ７５％〕 

 

⑥ 適正な成績評価と単位認定 

■ 各学部等において、成績評価の指針・ガイドラインに基づいて適正な成績評価と単

位認定を行うとともに、必要に応じてその妥当性の検証を行い、改定を行う。 
■ 各学部等において、成績評価について学修到達目標に応じた評価基準をシラバスに

明記し、教員相互の確認・点検を行う。                   （６） 
 

⑦ シラバスの充実 

■ 大学教育実践センターにおいて、シラバスの充実に向けて同記載要領の周知の徹底

と、教員相互の確認・点検を着実に実施するとともに、ウェブ・サイトへの掲載を通

して、シラバスを学内外に周知する。 

■ 大学教育実践センターにおいて、シラバスの記載項目及び記載内容について、全学

としての組織的なチェック体制の明確化及び強化を行う。 

■ 各学部等において、成績評価について学修到達目標に応じた評価基準をシラバスに

明記し、教員相互の確認・点検を行う。【再掲６】               （７） 
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  ⑧ 学修時間の実質的な増加・確保とその的確な把握 

■ 大学教育実践センターにおいて、学生のアクティブ・ラーニングを促す取組を推進

するとともに、学修支援アドバイザーの養成を継続し、授業の質の向上に努める。 

■ シラバスを通じた課題の明示や、授業外学修の充実に資する学修環境の改善を行い、

学生の学修時間の増加及び確保に努める。また、授業評価アンケート等により、その

状況を把握し検証する。 

■ 地域産業コースにおいて、演習準備室（経営学分野）及び IoT／AI実験室（情報学

分野）の利用状況を踏まえ、利用する学生が能動的に学修を進めるために必要な環境

整備を引き続き行う。                          （８） 
     
〔数値目標：図書館（ラーニングコモンズを含む）や学内自習室等を活用して主体的

に学修した学生の割合 … ９０％〕 

 

（３）全学的な教学マネジメントの確立 

  ⑨ 全学的な教学マネジメントの確立 

■ 高等教育推進機構において、学修成果の把握とフィードバックを継続実施する。ま

た、教学データの収集と分析に基づく教育改善への提言及びその実行を図り、教学マ

ネジメントの確立を推進する。 

■ 学部・学科の枠を超えた教育プログラム及び分野横断的な研究について、その戦略

的な推進を図る上で求められる仕組み等について引き続き検討する。     （９） 

 

（４）教育システムの再編と教育プログラムの再構築 

⑩ 全学共通教育推進体制の強化 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連携し、全学共通教育プログラムについて学生

による授業評価アンケート等の結果を踏まえ、全学共通教育の充実を図る。   （10） 
 

  ⑪ 副専攻プログラムの導入と他学部履修等の促進 

■ 各学部等において、学生の幅広い学びに資する開放科目や副専攻プログラム等を提

供する。また、学部・学科等の垣根を越えて提供できる副専攻プログラムの更なる開

発を進める。 
■ 既存の副専攻プログラムについて、学生の履修状況を検証し、改善に向けて継続的

に取り組む。                              （11）  
〔数値目標：幅広い学びができたと実感できる学生の割合 … ９０％〕 

  
１－２ 意欲ある学生の確保  

 

  ⑫ アドミッション・ポリシーの明確化と発信 

■ 意欲ある優れた学生の確保及びアドミッション・ポリシーにふさわしい入学者を確

保するため、引き続き県立広島大学の魅力や価値、アドミッション・ポリシー等をソ

ーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）やウェブ・サイトの充実を図りながら、

これらを有効に活用して発信するとともに、「県大へ行こう」（授業公開週間）、大学

説明会、高校訪問、公開授業、オープンキャンパス、高大連携公開講座等の機会を通

じて周知を行う。                            （12） 

 

  ⑬ 入学者選抜方法の改善 

■ 入試改革の動向や志願状況等に基づき、多面的かつ総合的な選抜方法について、引

き続き導入を検討する。 
■ 令和８年度に実施する改革に向けた入試制度の骨子を固め、各学部と調整しながら

公表準備を進める。                           （13） 
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⑭ 戦略的な広報による優秀な学生の確保 

■ 各学部において、大学説明会やオープンキャンパス、高大連携公開講座、授業公開、

高校訪問等を通して高校生に分かりやすく発信し、入試広報に全学的に取り組む。 
■ 意欲ある優れた学生を確保するため、本学の特色、魅力、卒業生の活躍など受験生

のニーズに即したコンテンツを、受験生の進路決定フェーズに合わせた適切なタイミ

ング、媒体、メッセージで発信する。                    （14） 

 

⑮ 社会人の受入れ促進 

■ 社会人特別選抜入試や科目等履修生・聴講生の受入れなど、社会人の受入れを引き

続き実施する。 
■ 総合学術研究科において、令和４年度に制度改正した長期履修制度について引き続

き周知を行うとともに、制度を適切に運用する。               （15） 

 

２ 学士課程教育に関する取組  

 

２－１ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

 

⑯ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

■ 地域文化コースにおいて、卒業論文・地域課題解決研究の水準の向上に向けて、初

年次からの履修指導やルーブリックの活用に取り組む。また、３年次よりゼミの配属

を決定し、より充実した指導を行い、同論文・研究の中間及び最終報告会を実施する。 
■ 健康科学コースにおいて、学生アンケート等の結果に基づき、学生が修得した力の

把握に努めるとともに、学生が自身のスキル等を客観視できる実習内容（実習の自己

評価表など）の分析を通して、実習内容の充実に取り組む。  
■ 地域産業コースにおいて、基礎学力や専門知識とともに、グローバル化・情報化の

進展に対応できる情報技術力、問題発見・解決力、論理的思考力、コミュニケーショ

ン・スキルなどを学生に修得させる。また、これらの修得及びアクティブ・ラーニン

グの拡大の観点から、教育プログラムの充実を図る。 
■ 生物資源科学部において、卒業時に保証する能力水準を確保するため、引き続きチ

ューター担当学生を４～５名とし、学生と教員が相互に学修到達度を確認する。特に、

履修や単位認定に関する指導に注力するとともに、各学科・コースの実習や実験、卒

業論文の支援を強化する。 
■ 地域資源開発学科において、引き続き「国際異文化農業体験研修」の充実を図る。 
■ 保健福祉学部において、地域包括ケアシステムに関する最新の動向を踏まえた授業

展開を図るとともに、ヘルスサポーターマインド（コミュニケーション力、倫理的思

考力、ニーズに気づき行動する力）の修得に向けた取組を継続する。      （16） 

 

２－２ 全学共通教育の充実  

 

⑰ 英語力の全学的な養成 

■ 大学教育実践センターが各学部と協働し、ＴＯＥＩＣスコア向上事業を引き続き実

施する。ＴＯＥＩＣ受検機会を学内で複数回設け、受検料の助成と成績評価の一部に

得点を利用することを通じ、受検やスコア向上の意欲に結びつける。 
■ 学生が自身の英語力を把握し、目標と計画を記す「ＴＯＥＩＣ学習シート」の運用

を継続するとともに、ｅラーニングシステムや学修支援アドバイザーの活用等を促し、

学生個々のニーズに応じながら全学的な英語力の向上に努める。また、令和５年度に

実施したＴＯＥＩＣ－ＩＰの結果を分析し、ＴＯＥＩＣスコア向上事業の効果を検証

する。                                 （17） 
 

〔数値目標：卒業時までに TOEIC550点以上の到達者数 … １００人〕 
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⑱ 地域社会で活躍できる実践力等の育成 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連携して、引き続き学生のフィールドワーク等

の「行動型学修」を支援するとともに、これまでの成果を活かし、全学共通教育科目

「地域教養ゼミナールＡ・Ｂ」の内容を再検討することで、地域を学びの場とする授

業科目の充実を図る。                          （18） 
 

  ⑲ 国家資格取得のための実習や地域活動を通じた学生の社会的自立の支援 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し、自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を積極的に提供し、学生の主体的な参加を促すとともに、その成果を地域連

携センターや各学部等のウェブ・サイト等を通じて発信する。 
■ 地域文化コースにおいて、「教育実習」、「日本語教育実習」、「博物館実習」の事前・

事後学修の支援等を通じて、免許・資格の取得を支援する。また、令和６年度からの

日本語教員国家資格制度の開始に伴い、本学の特性を活かした、地域に開いたカリキ

ュラムの開発を行う。 
■ 健康科学コース及び保健福祉学部において、実習施設との連携の強化により実習内

容の充実に努める。 
■ 地域産業コースにおいて、令和５年度に実施した「地域協働演習」「地域課題解決

研究Ⅰ・Ⅱ」の結果を踏まえ、課題解決に協働して取り組む学生への指導及び支援体

制の見直し・改善を図る。 
■ 生物資源科学部において、引き続き、自治体等との協働、企業・研究所等との連携

による科目の充実を図る。                          （19） 
 

２－３ 専門教育の充実 

 

  ⑳ 一貫した学士課程教育の推進 

■ 各学部・学科・コースにおいて、カリキュラム・ポリシーに基づき、大学教育実践

センターとの連携の下、初年次から卒業年次までの効果的な教育を実施する。 
■ 地域文化コースにおいて、学生の履修状況・成績に関する情報をチューター・コー

ス内教員が共有し、教育の組織的改善につなげる。また、３・４年次に行われる「卒

業研究Ⅰ・Ⅱ」「地域課題解決研究Ⅰ・Ⅱ」の指導体制を更に充実させる。 
■ 健康科学コースにおいて、引き続き、教育プログラムの点検・評価・改善を行うと

ともに、管理栄養士国家試験に向けた模擬試験、個別試験を実施する。 
■ 地域産業コースにおいて、「学士・修士５年一貫教育プログラム」を引き続き実施

し、意欲ある優秀な学生の大学院進学を促すための広報活動を強化し、大学院への内

部進学者の確保を図る。また、学部重点事業「学外挑戦・交流型専門演習推進事業」

を通してアクティブ・ラーニングの要素を専門演習に取り入れ、専門教育の質的向上

と学生満足度の向上を目指す。 
■ 生物資源科学部において、学生がより主体的に地域と交流しながら地域振興に関わ

ることができるよう、「フィールド科学実習Ⅰ」が「フィールド科学実習Ⅱ」につな

がる仕組みを運用する。また、「地域教養ゼミナール」において農業英語入門を扱う

副題を新たに開講し、「国際異文化体験研修」や留学生との交流力強化へつなげる。 
■ 保健福祉学部において、高い国家試験合格率を維持するために、空き教室を活用し

た学生のグループ学修の促進、模擬試験の結果を踏まえた成績不振学生の個別指導を

行うとともに、コースごとに受験対策講座等を継続して実施する。       （20） 
 

〔数値目標：自身と同じ専門（学修）分野に進学を希望している高校生に対して本学

を勧める割合…広島８５％以上、庄原７０％以上、三原９０％以上〕 

 （既設・新設学部） 
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〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格率 … ９５％〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の各国家試験の

合格率 … １００％〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の合格率 … ９０％〕 

〔数値目標：精神保健福祉士国家試験の合格率 … ９５％〕 

 （何れも新卒者） 
 

  ㉑ 社会的評価を有する審査・試験の積極的な活用による学修成果の検証 

■ 各学部・学科・コースにおいて、専門分野に応じた各種資格・検定試験等に関する

情報を学生に提供するとともに、支援講座の開設等により学生の受検率及び合格率の

向上を図る。 
■ 各学部において、合格率等の情報を収集し、学修成果の検証に活用する。   （21） 
 

㉒ 専門分野に係る経過選択制の運用状況の検証 

■ 各学部・学科・コースにおいて、令和２年度入学者選抜から導入した経過選択制及

び令和３年度入学者選抜から導入したコース選択制について、入学後の履修状況やア

ンケート結果等に基づいて運用状況等を検証するとともに、必要があれば改善し、学

生の満足度の向上と同制度の適切な運用に努める。             （22） 

 

  ㉓ 国際社会や地域社会で活躍できる人材及び専門技術人材の育成 

■ 地域文化コースにおいて、国連や外務省、ＪＩＣＡの職員などを招聘し、国際協力

のキャリア・パスに関わるセミナーを開催する。 
■ 健康科学コースにおいて、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格について、関

係授業科目に関する履修指導を徹底し、当該資格の取得を推進するとともに、資格取

得に関する検証を行う。 
■ 地域産業コースにおいて、「技術英語講読Ⅰ・Ⅱ」の履修を通じて、グローバル化

に対応した専門的な知識や情報技術を積極的に吸収・発信できる力の強化に取り組む。

また、副専攻プログラム「ＩＴパスポート資格取得プログラム」の履修を促進すると

ともに、ＩＴパスポート試験の受験者及び合格者の追跡調査を行い、同プログラムの

効果を検証する。 
■ 生物資源科学部において、食・農と環境に係る海外インターンシップをドミニカ共

和国にあるカープアカデミーにおいて実施する。また、ＪＩＣＡとの連携を強化し、

講演の提供や人材育成に取り組む。 
■ 保健福祉学部において、コースごとに学外実習における学生の経験を共有するため

の報告会や模擬患者演習などをオンラインや対面で開催し、異なる経験から学び合う

機会を継続して設ける。                         （23） 

 

㉔ 教職課程の運営と検証 

■ 地域文化コースにおいて、キャリアセンターや関連する他学科と協働し教職課程の

運営を行う。また、引き続き、教職を志望する学生用の研究室の設備（情報機器や教

材など）を充実させ、教育実習や教員採用試験受験を支援する体制を整えた上で、広

島県及び周辺地域の教員養成の状況を考慮しながら、教職課程について恒常的な検証

を実施する。 
■ 健康科学コースにおいて、栄養教諭養成を着実に実施するとともに、採用試験に対

する対策を講じる。 
■ 地域資源開発学科における「高等学校教諭一種免許状（農業）」課程、生命環境学

科における「中学校教諭一種免許状（理科）」「高等学校教諭一種免許状（理科）」課

程について、教員採用試験受験の支援体制を整備するとともに、検証を行う。 
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■ 看護学コースにおける「養護教諭一種免許状」課程について、学校現場の様々な課

題に対応できる実践力を備えた養護教諭の育成に向け、引き続き、同課程のマネジメ

ント体制の確立を継続して図る。                      （24） 
 

２－４ 国際化に関する取組 

 

  ㉕ 国際交流センターの機能強化 

■ 国際交流センターにおいて、学内関係部署と連携し、海外協定校の拡大または既存

協定校との関係強化を図り、国際化を促進する。 
■ 叡啓大学と国際化に係る情報を共有するほか、学内国際交流活動を連携して実施す

るなど、国際化を一体的に進める。                     （25） 
 

㉖ 海外留学等の促進 

■ 国際交流センターと各学部等が連携し、短期海外研修プログラムを学生ニーズを踏

まえて増設するほか、効果をルーブリック評価により可視化し、長期留学への動機付

けとするなど、海外派遣者数の増加を目指す。 
■ 海外協定校と海外で交流する学部等の取組を支援する事業を実施し、国際的な視野

を持ち学修する機会を増加させる。 
■ 国際交流に興味があるバディ学生の活動を拡大し、学内国際交流から派遣留学への

誘引を図る。 
■ 留学経験者と留学検討者が懇談できる場を定期開催し、インフォーマルな関係での

情報共有により留学に対する不安解消を図るほか、各キャンパスの特色を捉えた留学

PRを展開する。 
■ 派遣学生に対して、専門家による渡航前オリエンテーション等の事前研修を行うと

ともに、教職員向けの危機管理研修を実施し、危機管理対策の徹底を図る。       （26） 
 

〔数値目標：海外留学派遣学生数（大学院生含む）… １５０人〕 
 

㉗ 優秀な留学生の受入促進 

■ 意欲ある優れた外国人留学生確保に向けて、国内外における日本留学フェア等への

参加や、日本語学校等に対する説明会等を実施し、海外からの留学生確保に努める。 
■ 全協定校を対象にした夏季短期受入プログラムを新たに実施し、多国籍の留学生受

入を促進するとともに、正規生の受入拡大につなげる。 
■ 国際交流センターとキャリアセンター及び各部局等が連携して、卒業留学生に関す

る情報の収集を継続し、情報の蓄積と拡充を図る。              （27） 
 

〔数値目標：留学生受入数（大学院生等含む）…１４０人〕 

 

㉘ 日本人学生と外国人学生の交流促進 

■ バディ学生自主企画による国際交流活動を増やし、学内国際交流活動を活発化させ

るとともに、自主性・主体性を持って活動することで持続可能な活動基盤を整える。 
■ 新設する夏季短期受入プログラムを活用し、学内国際交流の充実を図る。 
■ 叡啓大学と連携し、大学間を超えた異文化交流の場を提供するなど、両大学相互の

外国人学生と日本人学生との交流を促進する。               （28） 
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３ 大学院教育等に関する取組 

 

３－１ 大学院教育に係る教育内容の充実 

 

  ㉙ 優れた研究者と高度な専門知識や技術を有する職業人の養成 

■ 総合学術研究科において、前年度のアンケート調査結果を踏まえ、専攻の実状に応

じた新たな検討項目を加えたアンケート調査を実施し、総合的な満足度等の把握を継

続するとともに、調査結果に応じた取組を各専攻で実施する。 
■ 総合学術研究科の各専攻において、大学院生対象の研究活動支援制度の活用促進や

改善に取り組み、より活発な学生の学会発表、学術論文の公表、学術論文の投稿を奨

励する。 
■ 保健福祉学専攻において、博士課程前期及び後期が一体的に発展するよう、学生が

学位論文の内容説明・質疑応答を実施する公聴会に、博士課程前期及び後期の学生を

参加させ、学修機会を提供する。 
■ 経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻（ＨＢＭＳ）において、国内外の企

業・組織と連携し、社会の変化や時代が求めるニーズを踏まえた教育プログラムの充

実・卓越化に引き続き取り組む。また、学生・修了生、連携企業・組織、及び産業界

との連携により教育課程を編成することなどを目的に組織された外部有識者会議で

ある教育課程連携協議会等で発議された意見等を踏まえ、継続的にカリキュラム改定

や運営改善の検討を行い、修了時の満足度向上を目指す。           （29） 
 

〔数値目標：修了時の総合的満足度 … ９０％〕 

 

  ㉚ 定員充足率の改善 

■ 総合学術研究科において、前年度のアンケート調査結果を踏まえ、専攻の実状に応

じた新たな検討項目を加えたアンケート調査を実施し、総合的な満足度等の把握を継

続するとともに、調査結果に応じた取組を各専攻で実施する。【再掲 29】 
■ 総合学術研究科において、定員充足率の改善に向けた学部生に対する説明会の開催、

他大学や高等専門学校へ向けた広報の継続に加え、進学・研究奨学金制度、大学院の

魅力や進学のメリットなどのアナウンスを強化する。また、多様な入試を実施すると

ともに、入試制度の見直しについても適宜検討を行うなど志願者確保に向けた取組を

強化する。                               （30） 
 

〔数値目標：研究科全体の定員充足率 … １００％〕 

 

㉛ 大学院教育の高度化や再編 

■ 総合学術研究科において、各専攻における教育プログラムの見直しなど大学院教育

の高度化や再編について継続的に検討を行う。 
■ 保健福祉学専攻博士課程後期において、完成年度である令和６年度まで申請計画に

沿った実施に取り組むとともに、学生の研究計画や進捗状況に応じた指導を行う。（31） 

  

  ㉜ 経営学分野の機能強化 

■ ＨＢＭＳにおいて、令和６年度も引き続き、履修証明プログラムや科目等履修制度

による単科受講プログラムなどの社会人教育プログラムを開講する。 
■ ２期生の募集となる履修証明プログラム「竹原地域次世代ビジネスリーダー養成講

座」について、令和５年度中に文部科学省の職業実践力育成プログラム（ＢＰ）に認

定されたことを受け、令和６年度開講分からＢＰ講座として開講する。 
■ 備後地域を中心とした県東部エリアにおいて、科目等履修制度に対応した開講授業
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科目の更なる充実、及び積極的な広報を展開し、より広域を対象とした社会人教育を

拡充するとともに、ＨＢＭＳ本科の志願者増加につなげる。 
■ ＨＢＭＳ事業計画（ビジネスプラン）の一環で令和６年度に新たに設置予定の「Ｓ

ＭＯ（※）研究所」において、地域の中小企業・中小規模組織と連携した研究・教育、

及びそれら組織からのＨＢＭＳ本科への派遣等を推進するため、地域の商工会議所等

と連携した企業訪問や広報イベント、共同研究の打診等を展開し、ＨＢＭＳが推進す

るＳＭＯ研究の認知度・理解度を高める。（※Small and Medium sized Organization

の略で中小企業・中小規模組織を指す）                   （32） 
 

〔数値目標：経営管理研究科（ＨＢＭＳ）志願倍率 … ２倍〕 

〔数値目標：ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※の受講申込者数 …６０人〕 
 ※正規課程学生以外を対象とするもの  

 

  ㉝ シンクタンク機能の充実 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し、協働で解決策を探る。また、金融機関との連携を強

化し、社会ニーズの把握に努め、講座等の事業を実施する。 
■ 重点研究事業の地域課題解決研究と地域基盤研究機構の戦略協働プロジェクトの

見直しを図り、社会ニーズにより対応できる体制を構築する。 
■ 研究センター（次世代健康支援研究センター、多文化共生研究センター等）を基盤

に、自治体や企業等との連携を促進する。 
■ ＨＢＭＳ事業計画（ビジネスプラン）の一環で令和６年度に新たに設置予定の「Ｓ

ＭＯ(※）研究所」において、中小企業・中小規模組織に焦点を当てた研究・教育カリ

キュラム開発を始動させるとともに、地域の自治体、企業、団体の認知度・理解度を

高めるための広報活動を展開する。（※Small and Medium sized Organizationの略

で中小企業・中小規模組織を指す）                     （33） 
 

３－２ 助産学専攻科に係る教育内容の充実 

 

  ㉞ 実践力のある助産師の養成 

■ 助産学専攻科において、知識・技能・判断力を兼ね備えた学修内容の充実を図ると

ともに、実習施設との連携をより一層密にし、実践力の修得を図る。 
■ 地域社会の母子保健の発展に貢献するための知識・能力・判断力を兼ね備えた学修

内容の充実を図るとともに、実習の一環として、公開講座において健康教育を実施・

評価する。  
■ 令和４年度からの新カリキュラムを遂行し、形成評価をする。        （34）  

    〔数値目標：助産師国家試験の合格率 … １００％〕 

 

Ⅱ 県立広島大学の研究の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 研究水準及び研究の成果等に関する取組 

 

（１）重点的研究区分の明確化と研究推進 

① 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 科学研究費補助金の採択件数の増加など、研究力の向上を図るため、重点研究区分

「若手奨励研究」を引き続き運用し、若手研究者の育成支援を継続する。 
■ 「地域課題解決研究」の成果発表会の開催等により、研究成果に係る情報発信を行
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い、地域への還元効果を高める。 
■ 重点研究事業の地域課題解決研究と地域基盤研究機構の戦略協働プロジェクトの

見直しを図り、社会ニーズにより対応できる体制を構築する。【再掲 33】 
■ 県内からの幅広い参加のため、オンラインによる地域課題解決研究発表会を引き続

き実施する。                              （35） 
 

（２）学際的・先端的研究の推進 

② 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 重点研究区分「先端的研究」及び「学長プロジェクト」について、学部・学科・専

攻の枠を越えた横断的な研究組織で推進し、共同研究を活性化する。      （36） 

 

（３）研究の質の向上 

③ 論文等発表活動の活用 

■ 各部局等において、査読付き学術論文による研究成果の公表、外部研究資金の積極

的な応募や獲得等を通じて、研究の質の向上に取り組む。           （37） 

 

２ 研究推進体制等の整備に関する取組 

  

（１）産学官連携の推進 

④ 地域における共同研究の推進と地域への還元 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、学内の研究シーズ・成果の積極的な公開及

び企業等ニーズとのマッチング作業をコーディネート業務に更に注力することで円

滑に行い、外部資金や受託・共同研究資金の獲得につなげる。 
■ 研究センターを基盤に産学官連携を促進し、成果の公開などを積極的に行い、地域

課題の抽出やその解決に向けて協働する。 
■ オープンアクセスリポジトリ推進協会及び国立情報学研究所が運営するリポジト

リサービス JAIRO Cloudを活用して、県立広島大学の教育・研究成果報告等の収集・

保存並びに公開を推進する。 
■ ＨＢＭＳ事業計画（ビジネスプラン）の一環で令和６年度に新たに設置予定の「Ｓ

ＭＯ(※）研究所」において、中小企業・中小規模組織に焦点を当てた研究・教育カリ

キュラム開発を始動させるとともに、地域の自治体、企業、団体の認知度・理解度を

高めるための広報活動を展開する。（※Small and Medium sized Organizationの略

で中小企業・中小規模組織を指す）【再掲 33】                 （38） 
 

（２）外部研究資金の獲得支援 

⑤ 競争的資金の獲得支援 

■ 地域基盤研究機構において、各学部等による競争的外部資金の獲得に向けて、公募

情報を迅速かつ的確に収集し、学内での共有化を図る。 

■ 地域基盤研究機構において、科学研究費補助金の応募支援として、外部業者を活用

した申請書の添削を行う。 

■ 組織的支援策として、優秀な論文の表彰制度の導入及び若手研究者への論文投稿に

関するセミナー開催並びに獲得資金の一部を研究活動費に還元する制度を令和５年

度に引き続き試行運用することで、研究活動を活性化し、このことにより競争的資金

の獲得拡大を図る。 

■ 令和４年度から令和６年度までを試行期間としている組織的支援策について、効果

を検証し、検証結果に基づき、令和７年度以降の研究支援策の策定に取り組む。 

■ 各部局等において、引き続き、科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に
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努める。                                （39） 
 

   〔数値目標：科学研究費補助金の申請率（応募件数／教員数） … ９５％以上〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲得件数 … ８０件以上〕 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総額 … ２億円以上〕 

 

（３）研究費の効果的な配分 

  ⑥ 研究費の効果的な配分 

■ 基本研究費の配分について、教員の活動実績（教育・研究・地域貢献・大学運営）

を総合的に評価し、その結果を活用する。                 （40） 

 

（４）研究費の適正使用の徹底 

⑦ 教職員の意識醸成 

■ 「研究費の不正使用」及び「研究活動における不正行為」の未然防止のための取組

を継続し、研究費の適正使用等に係る教職員の意識の醸成を一層高める。 

■ 令和６年度から新たに導入した「教員による物品等発注制度」については、その実

施状況を注視し、必要に応じて、不正防止のための強化策を検討・実施する。   （41） 

 

Ⅲ 叡啓大学（新たな教育モデル）の教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

新たな教育モデルを実践する大学として叡啓大学を運営する。 

 

１ 新たな教育モデルの構築 

 

① 実践的な教育プログラムの整備 

■ 実践英語、基本ツール科目、リベラルアーツ科目の学修により、課題解決に必要な

知識・スキルを修得させる。 

■ 知識・スキルの修得と課題解決演習や体験・実践プログラムでの実践を繰り返し、

戦略性や実行力を身につけさせる。 

■ ４年次の卒業プロジェクトにおいて、学生はこれまでの学修成果を踏まえて自ら課

題を設定し、それを解決することで、ディプロマ・ポリシーに掲げる５つのコンピテ

ンシーを養う。 

■ 英語開講科目で英語の得意な学生を数名配置し、英語に課題のある学生をサポート

するスチューデント・アシスタント制度を導入するほか、正課外での支援策等により、

英語力の向上を図る。                          （42） 
 

   〔数値目標：コンピテンシー修得に役立つプログラムであったと評価した学生（第４学

年）の割合 … ８０％以上〕 

〔数値目標：卒業時に TOEFL ITP 550点以上の学生の割合 … ８５％〕 

〔数値目標：卒業時に TOEFL ITP 600点以上の学生の割合 … １０％〕 
※日本人学生。600点以上の学生は 550点以上の学生の内数。 

 

② 多様なバックグラウンドを有する教員体制の編制 

■ 定年特例等による退職者の補充に関しては、令和７年度以降のカリキュラムのあり

方を踏まえ、実践的な教育プログラムの一層の質の向上につなげることができるよう、

専任教員の配置計画を整理した上で教員の確保を行う。 

■ 複数の教員と学生によって構成しているポートを活性化し、学生と教員の交流促進

や学修支援に活用する。                          （43） 
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   〔数値目標：外国人教員や実務経験を有する教員等多様なバックグラウンドを有する教

員の割合 … ５０％〕 

 

  ③ コンピテンシーの修得を目指す成績評価制度の整備 

■ 教員を対象に実施したアンケート調査からわかったコンピテンシー評価の問題点

を解決するため、課題解決演習や卒業プロジェクトに特化したコンピテンシー評価の

あり方を試行し、改善を図る。                       （44） 

 

  ④ 意欲ある学生の確保に向けた取組 

■ 令和７年度入学者選抜を適切に実施するとともに、これまでの入試結果を分析し、

必要に応じて学外者の助言を受けながら、本学の求める学生を確保できているかを検

証し、令和８年度以降の入試制度の見直しを行う。 

■ 高校内ガイダンス等や教育ネットワーク中国の高大接続事業を活用して、本学の教

育内容を高校生に知ってもらう機会を増やし、本学への進学意欲を醸成するとともに、

ミスマッチのない志願者確保を図る。 

■ 外部業者により、本学の教育と親和性がある高等学校等を抽出し、教職員による訪

問や教員による模擬講義を行う。                     （45） 
 

   〔数値目標：志願倍率 … ３倍〕 

 

⑤ 留学生の受入体制の整備 

■ ターゲット国・地域を中心とした国内外のフェアや日本語学校などでの広報活動に

注力し、かつ、グローバルでの大学認知度の向上に向け、海外で利用される著名な大

学検索サイトの運営業者の広報サービスを導入するなど、留学生数増加に向けた取組

を行う。 

■ 留学生を対象に生活・住居・医療などに関する相談サポートサービスの導入を行い、

留学生の生活支援の充実を図る。 

■ 本部国際交流センターと協力して、広島県、県立高校、県内企業との関係を活用し

て積極的に広報を行う。                          （46） 
 

   〔数値目標：留学生（学部、交換、短期生等）受入人数 … １００人以上〕 

   〔数値目標：交換留学協定締結校数（短期プログラムに係るものを除く） … １５校〕 

 

⑥ 実践的な課題解決演習や体験・実践プログラムの展開 

■ 「叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会」に加入している多様な企業等と連携

し、企業等の課題を踏まえた課題解決演習のテーマを設定するとともに、体験・実践

プログラム（国内）の実践先の拡充を図る。 

■ 体験・実践プログラム（海外）に関しては、国内業者との連携拡大や海外プログラ

ムの担当教員を中心に大学独自のプログラムの内容を充実させることで、大学提供型

プログラムを拡充する。                          （47） 
 

   〔数値目標：叡啓大学のプラットフォーム参加企業・団体数 … ７０団体〕 

 

⑦ 完全クォーター制（４学期制）の学事暦の導入 

■ 体験・実践プログラムや海外留学希望者に配慮した４学期制を引き続き実施する。  
                                                 （48） 
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２ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の構築 

 

① 必要な施設の確保と新大学の設置 

■ 老朽化した空調設備等、安全な環境提供に必要な改修・更新を行う。     （49） 

 

② １法人２大学による効果的・効率的な運営 

■ 令和６年度から勤怠管理システム及び電子決裁（文書管理）システムを本格稼働し、

適切に運用することで事務の効率化を進める。 

■ 部局間の情報共有・連携を促進するための取組を継続することで事務の円滑な実施

を促進し、効果的な法人の運営体制を整備する。 

■ 引き続き、両大学図書館の共同利用等、効率的な運営に努める。 

■ 本部国際交流センターと両大学が連携し、両大学間での学生交流イベントの企画な

どを行うなど、学生交流を促進する。 

■ 叡啓大学の授業科目「健康学入門」やクラブ活動において、県立広島大学の体育館

やグランドを利用する。                         （50） 

 

Ⅳ 共通する目標（地域貢献、大学連携の推進、学生支援）を達成するために取るべき措置 

 

１ 地域貢献に関する取組  

 

１－１ 地域における人材の育成に関する取組 

  

（１）生涯を通じた学びの場の提供 

① 地域の人材育成機能の強化 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構において、引き続き各部局等による履修証明制度等を円滑に運用

し、マネジメント能力や専門的スキルの向上に資する講座を運営する。 

■ ＨＢＭＳにおいて、「スタンフォード大学連携科目」を引き続き開講し、科目等履

修生を募集する。また、社会環境の変化や動向を捉えた先端的なテーマや著名な講師

によるセミナー等を積極的に企画し、対面に加え、オンライン受講が可能な形態で、

地域の社会人が学びやすい環境を提供する。 

 【叡啓大学】 

■ 「叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会」参画企業等の人材育成や経営革新に

向けて、セミナーの開催などプロジェクトワークスペースを活用した取組を推進する

とともに、産学官連携・研究推進センターによる新規事業開発や課題解決などのハン

ズオン支援に取り組む。                         （51） 

 

  ② リカレント教育プログラムの開発・提供 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定プログラム」について、県内

大学の要望に応じて、専任教員を派遣しての授業実施や授業教材の提供を行うととも

に、ブラッシュアップを行う。 

■ 派遣教員による通常の大学で実施する授業のほか、高校生や社会人も対象とした短

期間で数理・データサイエンスの内容を学ぶ集中講座を実施する。 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、リカレント・リスキル教育プログラムとし

て履修証明プログラムを実施する。３キャンパスの地域連携センターが各キャンパス

の強みを生かした共同の履修証明プログラムを企画する。 
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■ 他機関との連携による履修証明プログラムの開設を検討する。 

■ オンライン講座を充実させ、広く講座を受講できる体制を整える。 

■ ＨＢＭＳにおいて、令和６年度も引き続き、履修証明プログラムや科目等履修制度

による単科受講プログラムなどの社会人教育プログラムを開講する。【再掲 32】 

■ ２期生の募集となる履修証明プログラム「竹原地域次世代ビジネスリーダー養成講

座」について、令和５年度中に文部科学省の職業実践力育成プログラム（ＢＰ）に認

定されたことを受け、令和６年度開講分からＢＰ講座として開講する。【再掲 32】 

■ 備後地域を中心とした県東部エリアにおいて、科目等履修制度に対応した開講授業

科目の更なる充実、及び積極的な広報を展開し、より広域を対象とした社会人教育を

拡充するとともに、ＨＢＭＳ本科の志願者増加につなげる。【再掲 32】 

■ ＨＢＭＳ事業計画（ビジネスプラン）の一環で令和６年度に新たに設置予定の「Ｓ

ＭＯ（※）研究所」において、地域の中小企業・中小規模組織と連携した研究・教育、

及びそれら組織からのＨＢＭＳ本科への派遣等を推進するため、地域の商工会議所等

と連携した企業訪問や広報イベント、共同研究の打診等を展開し、ＨＢＭＳが推進す

るＳＭＯ研究の認知度・理解度を高める。（※Small and Medium sized Organization

の略で中小企業・中小規模組織を指す）【再掲 32】 
 

〔数値目標：ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※の受講申込者数 …６０人〕 

 【再掲 32】 ※正規課程学生以外を対象とするもの 
  
 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員が連携し、社会人の教養を高め、知識を修

得する講座を開設・運営する。                       （52） 

 

  ③ 公開講座等の質的充実 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携して、高度な学習ニーズに対応した質の高い公

開講座等を企画し、オンライン等でも提供するとともに、受講者アンケートの結果を

担当講師に提供し、質的改善を試みる。 

■ 金融機関や自治体等の包括協定先等と連携しながら、多様なニーズを踏まえた講座

を更に拡充する。 

■ 所属キャンパス以外に教員が出向く講座を実施し、大学のシーズを県内で広く知る

機会を確保する。 
 

〔数値目標：すべての公開講座受講者の満足度 … ９０％〕 

〔数値目標：有料講座受講者の学修成果の活用見込み※ … ８０％〕 
 ※「活用できそう」と答えた割合 

〔数値目標：課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を 100 とした

場合の学生の平均数値 … ７５点〕 【再掲５】 
 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員が連携し、ニーズに対応した、研究教育の

成果を地域に公開する質の高い講座等を企画・実施する。 

■ 受講の拡大に向けては、公開講座の対象者に届くよう開講情報の積極的な発信を図

るとともに、受講者の声や内容をウェブ・サイトに掲載することで公開講座の事後広

報にも取り組む。                            （53） 

 

④ 大学施設等の地域への開放 

 【県立広島大学】 

■ 各キャンパスの図書館を引き続き学外者の利用に供するとともに、図書館機能を活

かした企画展示等を実施し、地域への開放に努める。 
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■ 教室や学生食堂、サテライトキャンパスひろしま等、大学施設の地域への貸出を適

切に行う。 

 【叡啓大学】 

■ コミュニティコモンズ等を利用した学生企画等により、引き続き地域への施設開放

に努める。 

■ 教室等の大学施設の地域・団体への貸出を適切に行う。 

■ 図書室の地域への利用促進及び食堂の地域開放を検討することにより、地域との交

流を更に深めていく。                          （54） 

 

１－２ 地域との連携に関する取組 

 

（１）地域貢献・連携機能の強化 

   ⑤ 地域課題の解決と研究成果の還元 

 【県立広島大学】 

■ 重点研究事業の地域課題解決研究と地域基盤研究機構の戦略協働プロジェクトの

見直しを図り、社会ニーズにより対応できる体制を構築する。【再掲 33・35】 
■ 「地域課題解決研究」の成果発表会の開催等により、研究成果に係る情報発信を行

い、地域への還元効果を高める。【再掲 35】 
■ 県内大学との連携のもと学生の地域貢献活動の認知度向上に努める。 

 【叡啓大学】 

■ 「叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会」参加企業のデータベースをもとに実

践的な教育プログラムの安定的な運営につなげるとともに、企業ニーズを踏まえた本

学教員の研究活動を推進する。 

■ 研究推進事業の実施を通じて、ソーシャルシステムデザインに関する研究及び本学

が掲げる５つのコンピテンシーの修得を図る研究を推進し、研究成果の広報を行う。 

■ 研究教育の成果を地域に公開する講座を開催するとともに、ウェブ・サイトを活用

した事後広報を実施し、研究成果の地域への還元を図る。           （55） 

 

⑥ 連携機能の強化と地域活性化への貢献 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 授業、ミュージアムツアー、コンサートツアー、特別講義など文化・芸術を鑑賞す

る機会を提供することにより、美術館等の「キャンパスメンバーズ制度」の会員校と

して文化施設の利活用を促進する。 

 【県立広島大学】 

■ 金融機関や自治体等との包括協定先との協定を活かし、外部講師として招聘するな

ど講座等で活用することで本学の社会貢献機能の拡充を図る。 

■ 研究センター（次世代健康支援センター、多文化共生研究センター等）を基盤に、

自治体や企業等との連携を促進する。 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し、協働で解決策を探る。 

■ 地域基盤研究機構宮島学センターにおいて、宮島学研究・教育の成果を活かした地

域との連携活動を各学部等と連携し推進する。 

■ 美術館や学外図書館等と連携し、公開講座等の事業を実施し、地域の活性化に貢献

する。 

■ ミュージアムツアー、コンサートツアー等の事業効果の検証を行い、文化施設利用

をさらに促進する事業の検討を行う。 
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 【叡啓大学】 

■ 企業と連携した共創プロジェクトを継続的に実施することで、連携企業から事業戦

略上の課題を聞き出し、課題の構造化、解像度を上げ、事業計画書の作成サポートな

どの新規事業開発や事業改善の立ち上がり支援を行う。           （56） 

 

⑦ 研究シーズの技術移転の促進 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、各種展示会やイベント、ウェブ・サイトを

含むオンラインイベント等の活用により、地域貢献・連携活動の成果や実績に関する

情報提供を積極的に行う。 

■ 地域連携センターにおいて、技術移転等に関する相談に随時対応する。 

■ ひろしま産業振興機構の各種委員会に参加し、今後の技術移転等を見据えた情報収

集を行う。 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び学部が連携し、研究教育の成果を地域に公開す

る質の高い講座等を実施する。                      （57） 

 

  ⑧ 産学官交流の推進 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構が中心になって、広島県、ひろしま産業振興機構、包括協定を締

結している金融機関、自治体等が構成員となっている産学官連携組織等の学外の産学

交流支援機関と連携し、産学連携交流の場を創出する。 

■ ＳＤＧｓに注力する企業の社会貢献活動を支援する。 

 【叡啓大学】 

■ 実践教育プログラムの一層の向上に取り組む中で、企業や自治体、ＮＰＯ等から構

成する「叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会」とのコミュニティ形成に取り組

むとともに、地域活性化の推進を目的とする多様な団体等との連携を進めるなど、産

学官連携の取組を強化する。                       （58） 

 

（２）地域貢献・連携活動の質的向上 

⑨ 地域貢献・連携活動への学生参加の促進支援及び見える化 

 【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し、自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を積極的に提供し、学生の主体的な参加を促すとともに、その成果を地域連

携センターや各学部等のウェブ・サイト等を通じて発信する。【再掲 19】 

■ 地域基盤研究機構の事業や研究センター等を通じて自治体との連携において学生

が主体的に活動できるよう促進する。 

■ 地域基盤研究機構と各学部等が連携し、学生の学内・学外での多様な実践活動（地

域の行事やイベントを支援するボランティア、地域課題解決に係る調査や提案等）へ

の参加を、引き続き促進する。 

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献・連携事業の成果について、地域基盤研究機構

や各学部等のウェブ・サイト等を通じて発信する。 

■ 県内大学との連携のもと学生の地域貢献活動の認知度向上に努める。【再掲 55】 

■ ＳＤＧｓに注力する企業の社会貢献活動を支援する。【再掲 58】 

 【叡啓大学】 

■ 学内・学外での多様な実践活動の機会（地域の行事やイベントを支援するボランテ

ィア等）を学生に提供し、学生の参加を促す。 

■ 地域の行事やイベントを支援するボランティア活動への学生参加を促すよう、
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MyEikei（ポータルサイト）等を通じて積極的に発信する。  

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献・連携事業の成果について、大学のウェブ・サ

イト等を通じて積極的に発信する。                     （59） 

 

２ 大学連携推進に関する取組  

 

⑩ 大学連携の推進 

 【県立広島大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国と連携し、ＳＤ・ＦＤ研修会の共催や、高大連

携研究交流会を開催するとともに、同加盟大学等とともに大学連携事業を推進する。 

■ 県内他大学等との連携の一環として、単位互換制度の運用に取り組む。 

■ 広島県内の大学等図書館との連携を強化し、図書館サービスの充実及び利用者への

サービス向上を図る。また、広島県大学図書館協議会の令和６年度総会会場校として、

総会会務を滞りなく行う。 

 【叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国の枠組みを活用し、県立広島大学を含む県内他

大学との単位互換制度を実施する。                    （60） 

 

⑪ サテライトキャンパスの活用 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国や同加盟大学等とともに、「サテライトキャン

パスひろしま」を地域の教育拠点及び学生・社会人の交流拠点として活用する。 

■ 地域連携センターが主催する、対面で実施可能な各種公開講座等を「サテライトキ

ャンパスひろしま」において開講するほか、自治体や美術館・博物館と連携し、同施

設の利用促進を図る。                          （61） 

 

３ 学生支援に関する取組 

 

⑫ 学修支援 

 【県立広島大学】 

■ 各学部・学科において、学修支援の一環として、教育プログラムの構造の明示、チ

ューターによる学修支援、キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用支援、ｅラーニ

ング教材の活用等に取り組む。 

■ 全学共通教育科目で初年次に開講する「大学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」や論理思考表現

科目群の授業を全学的な協力の下で運営するとともに、チューター制度の充実を図り、

新入生の大学教育への円滑な移行を支援する。  

■ 各学部・学科・コースの在学生の実態や必要性に応じて、入学直後の履修指導や入

門演習（全学共通教育科目）、定期的な個別面談、国家試験受験対策指導等による学

修支援を適切に組み合わせて、着実に行う。 

■ 学生による書誌の一層の利用を促進するため、利用状況が良好な「学生選書」の取

組を継続する。 

■ 現行の「図書等資料の整備方針」に基づいて、ニーズの高い書誌の活用環境の整備

に努める。 

■ 主体的学修の促進につながる適切な学修環境を提供する取組の一環として、図書館

の開館時間の拡大に引き続き取り組むとともに、図書館ガイダンス、文献検索ガイダ

ンス、データベース活用講習会、ラーニングコモンズ活用講座等を開催し、図書館の

効果的な活用を図る。 



- 18 - 

■ 全国大学ビブリオバトル 2024 のブロック予選を叡啓大学と共同開催し、学生の読

書に対する関心を高め、図書館の利用促進を図る。 

 【叡啓大学】 

■ 英語集中プログラム（Intensive English Program：ＩＥＰ）を担当する教員と協

力して、ＩＥＰの充実を図るためｅラーニング教材の見直しを行い、必要に応じて補

講を実施できる体制を整える。 

■ 各入学期にあわせて「ジャンプスタートワークショップ」（ＪＳＷ）を行い、学生

生活に必要なガイダンスを行うとともに、「ソーシャルシステムデザイン入門」「課

題解決入門」を開講し、叡啓大学での学修目的を理解できるよう支援する。 

■ 学生による学修支援体制を整備するため、スチューデント・アシスタント制度（Ｓ

Ａ）を導入する。 

■ 課題解決演習や卒業プロジェクトにおいて、フィールドワークに係る学生への経済

的支援を行う。また、体験・実践プログラム（海外）に参加した学生に対して、実習

期間に応じた奨学金を支給し、経済的支援を行う。 

■ 図書室において、書籍や電子図書、データベースの購入を継続し、図書室の書籍の

充実化を拡充する。 

■ 図書室利用ガイダンスを行い、図書室の利用方法やデータベースの活用に関して説

明し、図書館の利用を促進する。                      （62） 

 

⑬ 課外活動支援 

 【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、学生の自主的課外活動（３キャンパス交流スポー

ツ大会、いきいきキャンパスライフ・プロジェクト、ボランティア活動等）や大学祭

開催に向けた支援を行う。 

■ 学業、学術研究・課外・社会活動等において他の模範となる成績を修め、県立広島

大学の名誉を著しく高めた学生・団体への表彰制度を活用し、対象者を適切に表彰す

る。 

 【叡啓大学】 

■ 大学が承認したクラブに対して、活動費の一部を助成し、学生の自主的課外活動の

活性化を図る。 

■ 学生が学生活動の状況及びその成果を学内外に広く周知することを目的として開

催する「叡啓祭」を支援し、必要に応じて助言する。 

■ 叡啓大学の名誉を著しく高めた学生・団体への表彰制度を活用し、対象者を適切に

表彰する。                               （63） 

 

⑭ 学生の自己形成支援 

 【県立広島大学】 

■ 各学部・学科等において、キャリア・ポートフォリオ・ブックを用いた期初面談等、

きめ細やかな履修指導を行うことにより、学生の自己形成を支援する。 

■ 教育課程において、主専攻プログラムや副専攻プログラムの履修などを通じて、

個々の学生が描く将来像の実現につながるよう、きめ細かな学修支援を行う。 

 【叡啓大学】 

■ 学生の単位修得状況を把握し、ポート教員と連携して履修指導を行う。 

■ ３年生秋学期前（１０月）に、卒業プロジェクト履修予定者を対象としたプロジェ

クト・スタート・ワークショップ（ＰＳＷ）を開催し、学生は指導希望教員と面談し、

自らの卒業プロジェクトテーマを明確にする。 

■ 学年始めに、学年別のオリエンテーションを実施し、当該学年における履修の留意

点等について周知を行う。 
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■ 入学時から学生自身が自らのキャリアデザインについて考えていくことを促すた

め、コーチングを実施する。 

■ 世の中の潮流や働き方、社会課題などを知るため、社会の各分野で活躍する者を講

師とするイブニングラウンジを実施する。 

■ 様々なキャリアや経験を持つ者にキャリアメンターとして協力してもらい、学生の

描く多様なキャリアデザインをサポートする。               （64） 

 

⑮ 就職支援 

 【県立広島大学】 

■ キャリアセンターにおいて、各部局等と連携して、就職ガイダンス、企業と学生と

の合同業界研究会、卒業生の在籍する企業の見学等を実施するとともに、個別相談、

求人情報の提供等、きめ細かなキャリア形成・就職支援を行う。 

■ 大学教育実践センターと各学部・学科が連携し、全学共通教育・キャリア開発科目

「キャリアビジョン（デベロップメント）」、「インターンシップ」、「ライフデザ

イン」等の履修を促進する。 

■ 大学教育実践センターに配置した特任教授を中心として、正課のキャリア教育にお

いてグローバル商品企画やディベート演習等を実施し、産学連携によるグローバル人

材の育成を推進する。 

■ キャリアセンターにおいて、卒業予定者を対象とするキャリアセンター満足度調査

を実施し、調査結果を検証し、関係各事業の改善につなげる。 

■ キャリアサポーター（卒業生の登録者）の意見や助言を、在学生のキャリア教育や

進路選択に活かす取組を推進する。 
 

〔数値目標：就職希望者の就職率 … １００％〕 

〔数値目標：進路決定の満足度 … ９０％〕 
 

 【叡啓大学】 

■ キャリアデザインオフィスにおいて、個別相談による学生ニーズを踏まえながら、

就職ガイダンスや企業による合同業界研究会を開催するとともに、叡啓大学の認知度

向上とインターンシップ受入れ先の拡充等に向けて、企業訪問や広報活動を進めるな

どきめ細かな就職支援を行う。 

■ 起業や国際就職等、学生の多様なキャリアデザインの実現のために、キャリアメン

ターや起業家育成機関、留学生支援機関などとの関係性を強化し、サポートの充実を

図る。                                 （65） 

   

  ⑯ キャリア・アドバイザリー・ボードの設置 

 【叡啓大学】 

■ 令和５年度に本格導入した「キャリアメンター制度」の充実に向けて、学生の利用

促進を図るとともに、学生とメンターの意見を踏まえた制度の改善活動に取り組む。 
                                     （66） 

 

⑰ 卒業生に対するキャリア支援 

 【県立広島大学】 

■ キャリアセンターと各部局等が連携し、就職未決定者等のうち希望者に対する既卒

者向け求人情報の配信やオンラインを活用した面談等により、卒業生に対する支援を

継続する。 

■ 卒業生に対してきめ細やかなキャリア支援を行うため、卒業生を対象とするアンケ

ートを実施する。また、各学科、卒業生等と連携して、卒業生のキャリアや職場での

悩みなどに関する相談窓口機能の充実を図る。                （67） 
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⑱ 学生生活の支援 

 【県立広島大学】 

■ 在学生対象の学生意識調査を実施するとともに、投書箱（ご意見箱）を引き続き運

用し、学生の要望を的確に把握し、対応策について関係部署と協議する。 

■ 性の多様性に関する基本理念・対応ガイドラインに基づく啓発事業を、ワーキング

グループを中心に継続して行う。 

■ 各部局・チューターと学生相談室等とが連携し、欠席日数の多い学生や休学中の学

生に対するチームによる支援を継続する。 

■ 大学教育実践センターにおいて、事故や災害等への対応及び感染症対策や薬物乱用

防止対策の実施など、学生の心身の健康維持に資する支援を行う。また、事故や災害

等への対処のために、学生、教職員の連絡網の定期的な見直しと安否確認演習を行う。 

■ 各部局等において、オフィスアワーの周知を徹底し、その利用促進を図る。 

 【叡啓大学】 

■ 欠席の多い学生等、学生生活に問題を抱える学生を早期に発見し、教職員が連携し

て支援する。 

■ 学生相談室体制を整備し、大学生活への適応、学業、対人関係等、幅広く学生の相

談に応じ、学生カウンセラーと教職員が連携してきめ細かい支援を行う。 

■ 性の多様性に関する理念と対応方針に基づく啓発事業を行い、必要に応じて学生を

支援する。 

■ 薬物乱用防止講習、消費者教育、アルバイトにおける労働条件セミナー、ＡＥＤ講

習などを行い、学生生活を送る上で必要な研修を行い、健康で安全に生活できるよう

支援する。 

■ 複数の教員と学生によって構成しているポートを活性化し、学生と教員の交流促進

や学修支援に活用する。【再掲 43】 

■ 留学生を対象に生活・住居・医療などに関する相談サポートサービスの導入を行い、

留学生の生活支援の充実を図る。【再掲 46】                  （68） 

 

⑲ 経済的支援の実施 

 【県立広島大学】 

■ 国の修学支援制度及び大学独自減免制度を広く学生に周知し、引き続き経済的支援

を適切に実施する。また、災害等による家計急変の対象となる学生や留学生に対し、

同減免制度や給付奨学金の活用を促進する。 

■ 経済的支援に係る掲示やウェブ・サイトの更新、ポータル配信を定期的かつタイム

リーに実施する。また、授業料の徴収猶予や減免等の申請に対する審査を確実かつ可

能な限り早期に行う。 

 【叡啓大学】 

■ 国の修学支援制度及び正規留学生を対象とした大学独自の奨学金制度による経済

的支援を継続する。 

■ 交換留学プログラム、体験・実践プログラム（海外科目）への参加者を対象とした

奨学金制度を継続し、経済的支援を行う。 

■ 協定校留学及び認定留学による派遣留学生に対して、本学の授業料を免除し、経済

的支援を行う。                             （69） 

  

  ⑳ 学生の「こころ」の健康支援 

 【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、各キャンパス学生相談室による専門的支援を適切

に実施し、チューター等との連携を強化し、円滑な情報共有と支援の充実を図る。 
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■ ピア・サポーターの育成と活用、ピア・プレイスの運営などにより、学生の自己理

解や自己決定、心理的不適応等の諸問題に対する解決のための働きかけを継続する。 

 【叡啓大学】 

■ 学生相談室体制を整備し、大学生活への適性、学業、対人関係等、幅広く学生の相

談に応じ、学生カウンセラーと教職員が連携してきめ細かい支援を行う。【再掲 68】 
                                      （70） 
 

Ⅴ 法人経営に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する取組 

 

（１）組織運営の改善 

  ① 効率的かつ効果的な運営体制の構築 

■ 令和６年度から勤怠管理システム及び電子決裁（文書管理）システムを本格稼働し、

適切に運用することで事務の効率化を進める。【再掲 50】 

■ 部局間の情報共有・連携を促進するための取組を継続することで事務の円滑な実施

を促進し、効果的な法人の運営体制を整備する。【再掲 50】 

■ ２大学図書館・図書室の共同利用のほか、稼働中の共通化した図書館システムの継

続利用等、引き続き効率的な運営を図る。 

■ 本部国際交流センターと両大学が連携し、両大学間での学生交流イベントの企画な

どを行うなど、学生交流を促進する。【再掲 50】                （71） 

 

② 資源配分の重点化 

■ 県立広島大学の将来構想や、叡啓大学の中期ビジョンを踏まえ、適切な人員配置や

財源配分に努める。                           （72） 

 

③ コンプライアンスの確保 

■ 令和５年度の内部監査及び外部監査（財政的援助団体等監査）の状況を踏まえ、計画的

に内部監査等を行い、法人における予算執行や経費・会計処理の適切な執行の確保を図る。 

■ 外部監査及び内部監査における指摘事項等を踏まえ、適切な事務執行のための事務処理

ルールの周知や法令遵守意識を啓発する取組を行う。               （73） 

 

（２）教職員の教育力等の向上 

④ 多様な教育・研究人材の確保 

 【県立広島大学】 

■ 大学の教育、研究、地域貢献の機能向上を図るため、任期制や年俸制等の人事制度

を活用し、教育力や研究力等に優れた多様な経歴を有する教員を採用する。 

 【叡啓大学】 

■ 大学の教育力、研究力、産学官連携の機能向上を図るため、任期制や年俸制等の人

事制度を活用し、教育や産学官連携等の優れたスキルを有する教員を確保する。  （74） 

 

  ⑤ 教員業績評価制度の適切な運用 

 【県立広島大学】 

■ 教員業績評価制度の円滑な運用を図るとともに、課題等を踏まえた制度の改善に継

続的に取り組む。 

■ 新たな評価制度となる教員目標管理制度の詳細設計を進める。また、試行運用によ

り課題を抽出し、これを制度設計に反映させる。 
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 【叡啓大学】 

■ 目標管理型教員業績評価制度の円滑な運用を図るとともに、制度の改善に継続的に

取り組む。                                  （75） 

 

  ⑥ 教員の教育研究力等の向上 

 【県立広島大学】 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、ＦＤを着実に実

施するとともに、教員学外研修助成制度による学外研究機関への派遣を適切に実施す

る。 

■ 教員と職員との協働、学生支援の強化等に係る専門性の向上のため、教職員対象の

ＳＤ研修（教職員共通）を実施する。 

 【叡啓大学】 

■ 新たに制度化した学外研修助成事業の周知を図り、教員の積極的な活用を推進する。 

■ 教育の質を向上させるために必要なＦＤを企画・実施し、授業実施方法の改善に取

り組む。また、授業改善アンケートの結果を踏まえて、教育活動に必要な知識及び能

力の向上を図るための研修を行う。 

■ 教育ネットワーク中国が主催する研修やその他学外で実施される研修を学内に周

知し、積極的な参加を促す。                         （76） 

 

⑦ 職員のマネジメント力の向上 

■ 職員研修計画を策定し、階層別研修、スキルアップ研修等を学内で企画・実施し、

職員の資質向上を図るとともに、学外で開催される研修会等に職員を参加させること

で、大学で特に求められる能力を開発し、大学職員としての意欲と資質を備えた職員

の育成に努める。                            （77） 

    

（３）戦略的広報の推進 

  ⑧ 戦略的広報の展開 

 【県立広島大学】 

■ 引き続き、本学の教育・研究成果を積極的に発信し、プレスリリースや動画も含め

たＳＮＳでの発信を行う。アーンドメディア（広告ではなく、プレスリリースや広報、

パブリシティ活動等によって信頼や評判を獲得して掲載されるメディア）にも焦点を

当て、信頼性向上とメディア露出の拡大を目指す。効果分析を通じて戦略を最適化し、

学内外での双方向コミュニケーションの促進も目指しながら、総合的かつ効果的な広

報を展開する。 

 【叡啓大学】 

■ 叡啓大学を選んでもらう（選び続けてもらう）ために、一貫したブランドメッセー

ジを発信するためのブランド戦略を策定し、インターナルブランディング（ターゲッ

ト：教職員、学生）及びエクスターナルブランディング（ターゲット：高校生、連携

先企業、就職先、その他）を実施していく。 

■ インターナルブランディングにおいては、目的と全体像を共通認識としてとらえ、

効果的に一貫性のあるブランド発信を実施していくために、学内で連携する仕組みを

作る。 

■ エクスターナルブランディングにおいては、目的とターゲットを明確にした広報戦

略を策定し、戦略的に、オウンドメディア（ウェブ・サイト、パンフレット、ＳＮＳ

など）、ペイドメディア（オンライン・オフライン広告）、アーンドメディア（プレ

スリリースや広報、パブリシティ活動等によって信頼や評判を獲得して掲載されるメ

ディア）を活用し、認知度向上を目指す。                  （78） 
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  ⑨ 多様な広報媒体の活用 

 【県立広島大学】 

■ 引き続き、公式ウェブ・サイトやＳＮＳ、インターネット広告を組み合わせた戦略

的な広報を強化する。また、デジタル分析ツールを活用し、適した媒体でのタイムリ

ーな情報発信を行う。知名度や推薦度向上に向けた効果的な広報戦略を展開する。 

 【叡啓大学】 

■ 学生募集を強化するために、高校生や日本への留学に興味関心がある人をターゲッ

トとした、ウェブ・サイトを作成し、効果的な広報活動を実施していく。（オウンド

メディアの充実） 

■ 本学がターゲットとする潜在層を獲得するために、オンライン広告を実施すること

で、ウェブ・サイトへの流入を訴求する。（ペイドメディアの活用）       （79） 

 

２ 財務内容の改善に関する取組 

 

（１）自己収入の改善 

  ⑩ 外部資金の獲得 

 【県立広島大学】 

■ 各部局等において、企業等との共同研究、受託研究・寄附講座を促進するほか、各

種競争的資金の獲得に向けた情報収集と、それを活かした積極的な申請を行い、外部

資金の着実な獲得に努める。 

■ 令和３年度から実施している添削等の支援を継続し教員の科研の応募支援を行う。 

■ 各部局等において、引き続き、科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。【再掲 39】 

■ 地域基盤研究機構において、各学部等による競争的外部資金の獲得に向けて、公募

情報を迅速かつ的確に収集し、学内での共有化を図る。【再掲 39】 
 
〔数値目標：外部資金の年間獲得総額 … ２億円以上〕【再掲 39】 

 
 【叡啓大学】 

■ 企業等との共同研究、受託研究を促進するほか、各種競争的資金の獲得に向けた情

報収集と、それを活かした積極的な申請を行い、外部資金の着実な獲得に努める。 

■ 産学官連携・研究推進センターにおいて、競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ

的確に収集し、学内での共有化を図る。 

■ 研究推進事業や研究活動活性化促進事業の運用を通じて、研究の質の向上を推進し、

科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持につなげる。        （80） 

 

⑪ 多様な収入源の確保 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、有料公開講座等の受講料、商品化された産

品に係る知財等の実施に伴う収入の確保に努める。 

■ 地域基盤研究機構知的財産本部において、権利化された特許の優先的実施権の企業

への付与や有償譲渡を検討する。 

■ 令和５年度から施行・制度を整えた大学発ベンチャー支援制度や寄附講座の周知に

努める。 

■ 教室や学生食堂、サテライトキャンパスひろしま等、大学施設の地域への貸出を適

切に行う。【再掲 54】 

 【叡啓大学】 

■ 有料公開講座等の受講料の確保に努める。 

■ 引き続き、教室等の大学施設の地域への貸出を適切に行う。 
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■ ウェブ・サイト等を通じて、本学の教育研究活動等に関する情報提供の充実を図る

とともに、寄附専用サイトへの誘導を工夫し、支援・寄附の受入強化を図る。 

■ 他大学の活動を参考に寄附金を集めるための新たな方策を検討する。    （81） 

 

（２）経費の抑制 

  ⑫ 人件費の抑制 

■ 県立広島大学及び叡啓大学の特性を踏まえ、各大学で必要な教職員の配置計画を検

討し、教職員を適切に採用する。 

■ 非常勤講師担当科目の削減や隔年開講等により経費の節減を図る。     （82） 

 

  ⑬ 経費の節減 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 令和６年度から勤怠管理システム及び電子決裁（文書管理）システムを本格稼働し、

適切に運用することで事務の効率化を進める。【再掲 50・71】 

■ 部局間の情報共有・連携を促進するための取組を継続することで事務の円滑な実施

を促進し、効果的な法人の運営体制を整備する。【再掲 50・71】 

■ 県立広島大学と叡啓大学の体育館やグラウンド、図書館の共同利用を進める。 

■ 年間を通じて省エネ意識の向上に努めるとともに、休業期間中の機器・設備の一部

停止などにより、省エネ法に基づく数値目標の達成に努める。 

■ 叡啓大学において、引き続き、全学的な意識啓発を行い、未改修箇所の省エネ設備

改修を進める。                             （83） 

 

 （３）資産の管理・運用の改善 

  ⑭ 資産の適正な管理 

■ 固定資産及び管理物品の実査を引き続き実施し、資産を適正に管理するとともに、

教育研究用の高額機器の全学共同利用制度について、円滑な運用に努める。また、そ

の適切な管理・運用に関する教職員への周知・啓発に努める。        （84） 

 

⑮ 資金の適正な運用 

■ 資金管理計画を定め、安全性が高く効率的な資金運用を行う。       （85） 

 

３ 自己点検・評価に関する取組 

 

⑯ 到達目標の可視化と各種データ・資料の収集と活用 

■ 各部局等において、具体的な取組内容と到達点（レベル）を設定した年度計画の策

定に努める。 

■ 県立広島大学において、学内で蓄積される様々な教学データの分析を進め、入試戦

略の策定や学部・学科等再編後の総括に活用する。              （86） 

 

  ⑰ 自己点検・評価の実施と評価結果の活用 

■ 各部局等や業務評価室による自己点検・評価、並びに広島県や同公立大学法人評価

委員会への関係資料の提出などを適切に行うとともに、速やかにその結果をウェブ・

サイトで公表する。 

■ 令和５年度に受審した県立広島大学の大学機関別認証評価の評価結果に対応し、大

学として改善に向けた取組を進めるとともに、継続して行う取組について第四期中期

計画に適切に反映する。 

■ 次期中期計画の策定を進めるとともに、同計画期間における各事業年度のＰＤＣＡ

サイクルを検討・構築する。                        （87） 
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  ⑱ 目標・課題の共有化 

■ 目標・計画に係る説明会を法人及び両大学で開催し、教職員に法人・大学の経営理

念を浸透させるとともに、年度計画の周知徹底を図る。            （88） 

 

４ その他業務運営に関する重要な取組 

 

（１）危機管理・安全管理 

 ⑲ 危機管理・安全管理 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 大規模災害の発生に備えた非常用物資を計画的に備蓄するとともに、消防計画に基

づく訓練を各大学・キャンパスで実施する。 

■ 危機管理委員会を開催し、危機管理体制の充実を図るとともに、必要に応じて危機

管理マニュアルの見直しを行う。                     （89） 

 

⑳ 安全保障輸出管理の体制整備と運用 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 県立広島大学においては地域基盤研究機構安全保障輸出管理室を中心に、叡啓大学

においては産学官連携・研究推進センターを中心に、各部局と連携して安全保障輸出

管理規程の適切な運用に努める。 

■ 中国地域安全保障輸出管理ネットワークに参画し、関係機関との連携を強化すると

ともに、研究者対象の安全保障輸出管理セミナーを実施し、リスク回避のための情報

を提供する。 

■ 研究インテグリティについて、法人・両大学が連携しながら、これに係る制度運用

を行い、リスク回避に努める。 

 【県立広島大学】 

■ 県立広島大学の安全保障輸出管理の機能強化を目的に、令和５年度に新たに構築し

た管理の仕組みを運用する。                       （90） 

 

（２）社会的責任 

㉑ 人権尊重・法令遵守 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 「ハラスメント防止ガイドライン」及び「ハラスメント等の防止等に関する規程」

の趣旨をすべての在学生や教職員等に周知徹底するとともに、教職員向けの研修会等

の啓発活動を実施する。 

 【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、教職員または学生を対象として、性的指向・性自

認の多様なあり方の理解促進に向けた研修を企画・実施する。 

■ 全学共通教育科目の「人権」に関連する科目群の授業をはじめ、講習会やポータル

配信等、様々なチャンネルを通じて、人権尊重や法令遵守に関する在学生の意識向上

に努める。 

 【叡啓大学】 

■ 他機関が主催する人権に関する研修会等に教職員が参加し、意識啓発に努める。 

■ 入門科目・リベラルアーツ科目である「法的思考」、「哲学・倫理学入門」、「多

文化共生社会論」などの授業を通じて、人権尊重や法令遵守に関する学生の意識向上

に努める。 

■ 性の多様性に関する理念と対応方針に基づく啓発事業を行い、必要に応じて学生を

支援する。【再掲 68】                           （91） 
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（３）情報公開の推進 

㉒ 情報公開の推進 

■ ウェブ・サイトを通じた財務諸表や法人会議議事録等の情報公開、並びに「大学ポ

ートレート」の活用により、支援者等への適切な情報提供に努める。 

■ 事業実績や財務状況等をまとめた「アニュアルレポート」を作成し、ウェブ・サイ

トで公表する。                              （92） 

  

（４）施設設備の整備・活用 

 ㉓ 計画的な施設の整備・活用 

■ 学修環境及び執務環境の充実と、老朽化した施設設備の更新を一体的・計画的に進

める整備計画を適宜見直すとともに、年次計画を作成・実施する。       （93） 

 

㉔ ＩＣＴを活用した学修・研究システムの整備 

 【県立広島大学】 

■ 令和６年４月に移行完了する新基幹ネットワークシステム等を適切に運用し、ＩＣ

Ｔを活用した教育研究並びに法人運営のために有効な情報環境を継続して提供する。 

■ 情報セキュリティ意識の向上を図るため、教職員を対象とした情報セキュリティに

係る研修会を実施する。 

■ 外部からのサイバー攻撃による被害を未然に防ぐため、定期的に不正アクセス等を

監視するほか、引き続き予防と啓発に努める。 

 【叡啓大学】 

■ 本部学術情報センターや学外団体が主催する情報セキュリティに関する研修会に

参加し、情報セキュリティ意識の啓発に取り組む。              （94） 

 

（５）支援者等との連携 

  ㉕ 支援者等との連携強化 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ ウェブ・サイト等を通じて、本法人の教育研究活動等に関する情報提供の充実を図

ることに加えて、「広島県公立大学法人へのご支援」（寄附）専用サイトにおいて、

支援・寄附の受入を推進する。 

■ 県立広島大学の後援会組織について、本部総務課が中心となり、保護者からの要望

を踏まえた県立広島大学後援会会員対象の事業を実施する。 

■ ＨＢＭＳにおいて、平成３０年度に設立したＨＢＭＳコミュニティ（同窓会組織）

と連携し、在学生・修了生・地域の社会人を対象としたセミナーを企画・実施する。

また、ＨＢＭＳが企画・実施する経営人材を養成するための各講座において、修了生

を非常勤講師やＴＡ（ティーチング・アシスタント）として採用し運営することによ

り、継続的な関わり（エンゲージメント）を維持するとともに、修了生に対しても継

続的な学びの機会を提供する。 

■ 叡啓大学において、ウェブ・サイト等を通じて、本学の教育研究活動等に関する情

報提供の充実を図るとともに、寄附専用サイトへの誘導を工夫し、支援・寄附の受入

強化を図る。他大学の活動を参考に寄附金を集めるための新たな方策を検討する。ま

た、完成年度に向けて、卒業生との連携強化の取組について検討を進める。   （95） 
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Ⅵ 予算、収支計画及び資金計画  

 

１ 予算（令和６年度）  

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

収入  

運営費交付金収入 ４，００１ 

学生納付金収入 １，８０４ 

診療センター収入 １７ 

寄宿舎収入 ４０ 

その他の自己収入 ８７ 

目的積立金取崩 ３３６ 

外部資金収入 １６３ 

補助金収入 ３９３ 

計 ６，８４１ 

 

区      分 金     額 

支出  

人件費 ４，１５３ 

一般管理費 ８８５ 

教育研究経費 ５６０ 

教育研究支援経費 ５５７ 

学生支援経費 ８２ 

診療経費 ９ 

寄宿舎経費 ３９ 

外部資金事業費（受託等分） １６３ 

外部資金事業費（補助金分） ０ 

施設整備費 ３９３ 

計 ６，８４１ 

注１） 収入について、運営費交付金収入は、標準運営費交付金収入のみを計上しており、 
    特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費・授業料等減免等特定の経費に充当)収入は 
    計上していない。 

注２） 支出について、特定運営費交付金に係る支出は計上していない。 
注３） 外部資金には、科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。 
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２ 収支計画（令和６年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

費用の部  ６，４７７ 

経常費用 ６，４７７ 

業務費 ５，３３１ 

教育研究等経費 １，０１５ 

外部資金等経費 １６３ 

人件費 ４，１５３ 

一般管理費 ８９３ 

財務費用 ７ 

雑損 ０ 

減価償却費 ２４４ 

臨時損失 ０ 

 

 

区      分 金     額 

収入の部 ６，１５６ 

経常収益 ６，１５６ 

運営費交付金収益 ４，００１ 

学生納付金収益 １，７９５ 

外部資金等収益 １６３ 

補助金等収益 ３４ 

資産見返補助金等戻入 ０ 

財務収益 １ 

雑益 １４２ 

臨時利益 ０ 

純利益 －３２０ 

目的積立金取崩額 ３１４ 

総利益 －６ 

注１）収支計画と予算との額の違いは、資産取得及び減価償却に係るものである。 
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３ 資金計画（令和６年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

資金支出 １１，２４１ 

業務活動による支出 ６，２５２ 

投資活動による支出 ４，８１７ 

財務活動による支出 １７１ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 １１，２４１ 

業務活動による収入 ６，８４１ 

学生納付金収入 １，８０４ 

外部資金収入 １６３ 

運営費交付金収入 ４，００１ 

雑収入 ８７３ 

投資活動による収入 ４，４００ 

財務活動による収入 ０ 

注）資金計画と予算との額の違いは、資金運用に係るものである。 

 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額  
 

(１) 短期借入金の限度 
 

    ５億円 
 

(２) 想定される理由 
 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れることが想定される。 
 

 

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

   

なし 

 

 

 Ⅸ 剰余金の使途  
   

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 
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Ⅹ 県の規則で定める業務運営に関する事項  
 

１ 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する

計画 
 
 前中期目標期間繰越積立金は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項 
 

   なし 

    
 


